
最高裁 f校則J判決の合意

8年 2月22日第一小法廷判決一

i 事実の概要

兵庫県 A市立日中学校では、

本件校則)で、

X2 

投びに彼ら

校RlJ

違法だと

る参加原告X:i、 X~ は、;本件

13条、 21条 l

B 中学校校長Yl及びArfi教苔委員

Xlらが上告していたもので

ある。
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fをする。jとの定めが罷かれているが、こ

した場合の処分等の定めは畏かれていないとい

うO イi事実関係のTにおいて、これら

徒の守るべき一般的な心得を示すにとどまり、

それ以上に、 f間々の生徒に対する具体的な権利義

務を形成するなどの法的効来を生ずるものではな

い2ごした涼審の判断は、

によれば、右の

く行為は、 当

を

る
たらないものというべきであるか

不滴i.tとした原審の判断は、正当と

ごとができ

匝研 究

1 本件に関する評釈

*{'I:'ご関する を引くの

1て、校則制定行

為の処分性が判断された初めての最高裁判決であ

に重きが授か抗ている

(上告審判決では触れられて

いないが、 下級審では争点となった)原告ら

告適格に関する論点3) も大きく取り上げられてい

句

'
A
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る。 に付された無署名の解説れとは対照的なも

もとより、これらの点は、高校の場合と違い、 り、さしあたって、 ~J 

中学校の場合、とりわけ、その大移数を占める公

が確保されることになるという

殊な事情があるだけに、

なったのではあろう

に特

また、単に事柄として関心を呼ぶということを

て、械めて震い指摘もなされ得るとごろであ

る。例えば、校鼎の処分性を認めず¥(校則がある

ばかりに、丸刈りにしないなどして、

なってしまった)生徒が嫌がちせを受け

して粘神的苦痛を味わっているような場合

しかし、ここでは、そうした相違それ自体にで

はなく、吉川論文で示された見解が本件の評釈で

ことを超えてかなり

て〉

りに日え

な理解だとすれば、そのこと

と吟もなおさず、従来、最高裁のみな

っては、一つの風

子掛かりともなることを怠味する

であろうからである。来たして、そこま

こそが本稿の主要な問題意

1としたら、

「高い可能性 本件の諸判決とりわけ最高裁判決の合意と

人権侵官を予防できず、 r受忍せよ、そして のでみろうか、それがいま aつの問題怠識と

という警察国家時代と向 Cく、人 うO

権使害を放軍する放世田家に墜してしまう」

りか、「丸刈り強制による損害は多様で、

ないから、損害賠償請求は事後的 スタートさせるごとにな

な訴訟としても機能しない。これでほ、詰治国家

とは言えず、この状流は生徒にとって我慢の限度 3 本判決をどう読むか

をこえると思われるというようにである。

2 本楠の問題意識

く、中学

校校則については、かなり一般的仁、処分性も否

定されるが、生徒側の校員1]寂従義務も否定される

ことになる」。

この見解自 k告審判決を登載した判例集

に註績もること(あるL

ここで繰り返すま

務違反ではなしリ、だから、

り得ないし、そもそも、

る(ちなみに、

見積り得ること

も、(本件

「制裁規定がないごとを校則

の-つの椴拠戸にしていたとみられるのは後に

触れる

の見解の主が、

2 … 

らためて見てみると、

、て形成されてきた

「とれまでのところ裁判所
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したと覚しきし

して見ても、

っていることは薙かであろう O のみならず、

かの論者の説くところがIE鵠を射ているならば、

それは、生徒側の権不1]保障にも大いに資する

である。

り

して

をめぐる判断枠組み、

ら

早々に結論からいってしまえば、

そこまで期待することはできないのではないかと

る。あるいは、ごく穏当にいって、いくつか

合点のいかない点があると

ここでは、とりあえず、

かの論者にし

く、

処分性も

制服従義務も否定;されることになるJ12) (傍

: i) I川者)とされるところに関わる。すなわち、

(高校はと

り

というようにはならないことに

しよう。つまり、かの論者の論日に従え

ことは、たとえ「巾学の場合、大手多数を

るJ13) ことはあっても決してその全てではないと

ころの公立中学の事例にしか通用し沿いことにな

る(公立の小中γて校といったほうが

それもここで拭こだわらないo 要する

の法理が、

との外観を呈するiれのに較べると、

しており、

ッ卜されていることがちい

ついては結論が異なってくる可能性があ

1うが、これ自 し

て妥ごうなのだろうか。

判決の誠当部分では次のように下之される O い

わく、丹原審の適法に確定した事実関係及び記録に

は、首訂するによ込るJと。

このくだりによれば、頭髪や校外生活に閲する

1f1されることになる

とは必ずしも作易でないので誌なかろうか(そう

た(最高裁が

ものと捉え

くとも、法としての性格を存しないものと捉え

が故に、最高裁としては、まさしく

い取り扱い(法的効果を伴わせるには及ばないと

ことではなかったのだろ

ヤ〕

このように解すると、

な帰車古しかもたらしそうもないようにも るの ftlj服従義務の不存在Jという

ところで、以 1:.は、

件最高裁判決の

くまでも、かの

り、そこから引き

3 

成り立つものではなくなるであろう。そして、そ

るであろう O

ただ、

無ではなく、

よって「かなり

吃期待された滅穴は幻に終わ

る制裁規沌の脊

自体が
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とも、

することによって、 'J-iで、制裁規定の者無に拘

らず校則服従義務が伴い得ることそ否定できない

であろう反耐、本件のように「心得lほどの性格

のものにとどまるものであれば、(本件とは患っ

のではなかろう

し角度を変えて、

の側に視点者移して考えてみようりするk、そも

そも、裁判所は、従来、「部分社会Jの法地に某づ

いて事案を処理してきて何の痛咋も感じないどこ

ろか、おそらく、そ

たり、

だ、ろう

と

る
、.
布、一一・

はさておき、

このが;聞を「在学関係jに適用する限りにおいて

は、これを維持し続けるに111rの支障もないばかり

か、むしろ、地の「在学関係jの法男女用いる以

法瑚の継求自体が批判の対象となり、なにがしか

修正を迫られ、あるいは、出定説まで存すること

はっとに知られている2U。また、後者の法理は、元

来、私学の「在学関係jに関する法理として丹jい

の法理を)11し

に「在学契約関係Jの法理を用いることとの問で、

いわば、二元的な取扱いになることを甘受しなけ

ればならなかったであろう O

した状況を収束させ、一元的な取

いくうえで、

くなかったのでは

ないだろう

していくについて

理論 L さして保難を伴わないであろう。すなわ

ち、一方において、「特別j権力関係」論のある論告

は、いみじくも、次のように説く o I公的にしろ私

的にしろ、人がつくるら栂年様の社会関係のいち

よって規律しなければ

なし¥j。今日、「特別権力関係」という観念、は、

法 1:の特殊の社会関係として、その目的に必要な

限度の制約が加えられる関係にすぎlず、「そうし

た特殊の社会関係は、夜、法上にも認められるんげ1:

しリ

他}jで、「右5学関約関係j論のある

校には、教育研究に関する特殊部分社会として、

持安市民法秩序に胤さない学校自治則範学員IJや学

校噴内法惑と持ちこれによって学生・生徒を規律す

ならないばかりか、

承諾だけにその恨拠を求める

卜分だとして、学校という「特殊部分社会jの白

治法規たる「学校規範(学則等)Jにその根拠を;Jと

める点では、「在学契約関係Jの法理では必ずしも

ない点の補強を行って余りあるも

論

ない

ゆめ想散できないとこ

なるほど、最高裁判決は、 って、「部分社

の法JLH~ご依拠してはいない。しかし、原告側

上告:f!R111で、原判決が校則等を以て法律によ

らない行政立法である管理規則とした点で判例
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ると

31巻2号234頁つの適用を誤っている皆を主張

したのに沖して、(最1白裁白身による)I ~i判断は、

の半IJ例に抵触するものではなしリとして

しているところからは、その実、「部分社会J

の法理を背後に据えていることは十分に向し

つO

W 小 括

筆{fは、元来、 f校長IJJ裁判について、次のよう

な問問意識をもってきた。それは、まず、

と

か、 i違童憲審杏

プ口一チだだ、け vでC足りるだだ、ろうかという!忠呂いであつ

つまり、「校長IJJの違憲主帳の叡拠とされる t;1

己決定権や殺の教有権などが

成途上の人権で、

とそ、いわゆる「部分社会」の法理ではなし 1かと

考えたのである。かかる観点から、「校則J諸判決

や「在学関係 i諸説の論理を検討した結果、

に奇ミった。

筆者は、これを以て、 rw校出』をめぐ

の人権保障の問題が、仮にもせよ、かく

しかも、その融通無碍さといえば、『部分社

のの秩序形成・秩序維持作用

日し、

ところに収赦する『部分社会』

扱われ、また、扱われざる

ことが人権保障にとって

られるところとなると考え

おのず

た

あったといえよう。

そうした

則制定の行政処分として

の法理を用いて処理をしようと

かし、こうした子法については、

分社会の内部問題は司法審究に親しまないとする

ものであり、処分性を否定する根拠に壮るかどう

かには疑問があるJ との批判がある。また、

は、部分社会の内部問題にとどまり、

直接の関話がえよい場合に

ならないという合意もあるところ、

ド)強制とか校外での制服着J!J義務

なく、

日

動・生活を拘束するか

しようとしているか、そ

して、それが働般車民法秩序と

かといった検討なし

なくも、 r"i耐き彫りにされていると

ない。

て触れることなく判断をしているものと推瀦さ

しかし、だからといって、先にも述べた

ように、|斗法理を放棄するなどしているわけでも

ょう

て守ろう。 iなどという

F
h
d
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校外生活の規定を置いているところから、同法理

を用いるまでもなく、本件校則それ自体の法的性

格を否定し、従って、これに従うべき法的な義務

をも否定するという論理構成を採り得たのではな

かろうかと推測される。この場合、頭髪規制が、

あるいは、校外牛J舌の規制が一般市民法秩序と直

践に関係があるか否かは、 -切、問題になる余地

もなかったであろう。結局、これは、本件校則が、

そのような規定の仕万をしていたという一点にの

みかかるのであって、それ以上でも、それ以下で

もないであろう。とはいえ、望むらくは、本件校

則以外にも、その合理性に疑問の余地のある校則

や本件のように「心得」にすぎない校則があまた

存在し、それにもかかわらず、学校内の「指導」

や「事実上の強制」によって担保されているとい

う現実32)に対して、本件上告審判決が・つの警告

となって欲しいということではある。

なお、本件に関する評釈:)3)においては、下級審、

上告審とも校則の制定行為に処分性を認めず、ま

た、原告適格を認めなかったことについて、概し

て批判的であるが、筆者としては、上告審判決が、

煩墳な法技術的な迷路に迷い込むよりは、「法」な

らざる「心得」を以て、それに相応しい取扱いを

するというシンプルな論理構成を採ったとすれ

ば、その限りでは、妥当な判断だったようにも思

える。

【[{主】

lυ) 市川2姐員美+1中，γ、''f
9伺8頁O

2) 本件ド級審判決に関するまF釈であるが、阿部泰降「丸

刈り強制校則の処分性と入学前の生徒の原告適格」

『ジ 1 リスト~ 1061号117A。

3) 2)のほか、前川雅子「牛i走心得における丸刈り芋の

定めと抗告訴訟の許否J~ジュリスト~ 1113ザ臨時増刊

『平成 8 年度tfJ:要判例解説~ ~O fto 
~)市川・前掲論文明丘、阿部・前掲論文 118-119 丘、

前IH・前掲論文41頁。

5) 阿部・前掲論文 119&0 
6) lfi川・前掲論文99良ー。

7) 1本判決は、あくまでも本件の具体的事案に即して、

本件行為が行政処分に吋たるかどうかについての判断

のみを示したものにすぎないことに注意を要する。す

なわち、学校の校校-則

ものではないとしたものではないし、また、学校が本{tI:

のような牛j走心得の定めを守るよう指導することや、

さらには右指導に従わない't:.徒に対して懲戒処分等を

6 

行うことを否定する趣旨を合むものでもない。J(~乍IJ例

時報~ 1560日.7~ #0) 

8) 1大学は、同公立であると私立であるとを問わず、学

生の教育と学術の研究とを H的とする教育研究機関で

あって、その設置目的を達成するために必要な諸事項

については、法令に格別の規定がない場合でも、学則手

によりとれを規定し、実施することのできる白律的、包

括的な権能を有し、 」般市民社会とは異なる特殊な部

分社会を形成しているJ(1富山大学単位不認定手違法

確認訴訟」上告審判決・段シト下IJ昭和52-3・15民集 31

巻 2 号 23~ 頁以ド) 0 

9) 市川・前掲論文99ti。
10) 市)川|川1IA怯古交，~引則~，卯則!引川|リl以L抜支干判判|リl と牛

サ5日5J以:九工to
11)さしあたっては、①熊本地判l肝不lJ60・11・13、②千

葉地下IJ昭和 62・10・30:東京高下IJ平成ι・3・1:最三

小判平成3・9・3、③高知地判昭和 63・6・6:高松高判

平成 2 ・ 2 ・ 19、④東}~-(地判平成 3 ・ 5 ・ 27 :東Ji(高判平

成 4 ・ 3 ・ 19、⑤東京地l~IJ 平成 3 ・ 6 ・ 21: *京高判平成

4・10・300

12) Itî川・前掲『法学教'宅~ 191号991't。

13) l'iJ論文98Ao 
11) 例えば、出 11)②は私¥'[，口i校の事例で、あった。その

第-事下IJ決(千葉地下IJ昭和62・10・30) などは、 -方

において、「憲法第 L章の基本権規定は本米国または個

人の関係を規律するものであり、私人相互の関係を直

接規律するごとを子定するものではなしリとして基本

的人権の私人間効)Jを百定する。しかし、他)Jでは、「高

等学校は公立私立を問わず、牛1走の教育を日的とする

公共的な施I没であり、法律に格別の規定がない場合で

も学校長は、その投開日的を達成するために必要な事

項を校則等により-方的に制定し、これによって在学

する生徒を焼律する包括的権能を有」する、として、事

事の処理自体は基本的に「部分社会」の法理に依拠して

行う O

15) 市川・前掲『法学教宅~ 191り.99頁。

16) 山III洋「演習・行政法J~法"'f:教宰~ 191号95f(によ

れば、「刊誠心得の拘束的な法規範としての性格自体を

百定したものであると読むのが素 l~{で、あろう oJ とされ

る。

17) ごこでは、いささか事柄を単純化し過ぎていると批

判されることは子想できる。

釈その他でいわれる「指導」や「事実 Lの強制力」を考

えに入れなければ実態とかけ離れているからである。

(なお、この問題については、坂本秀夫『校WJ裁判~[1993 

年] 7~ 白ー以トーが示唆に宮む。つには、「部分社会」

の法用に依拠して判断される場合、校則の制定や懲戒

処分に閲して学校長に認められる教育専門的な裁量も

考えに人れねばなるまい。しかも、こうした裁量の余地

はほとんど無制限に拡大されかねない。例えば、かつて

の日昭和I;.:{-人-退学処分事件J1..告審判決(最:小判昭

和 ~9 ・ 7 ・ 19 民集 28 在 5 ワー 790 頁)では、乍則制定権

も無制限ではあり得ず、 1{E学関係設定のH的と関連

し、かっ、その|人l存が社会通念にn吊して合理的と認めら

れる範聞においてのみ是認されるJ(傍点:引用者)と

されていたものが、 -連の「校則」判決では、わずかに、

校則の内脊が「著しく不合開でなしりことが限界とされ
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るにとどまる事例(例えば、本稿il:1I)(心、復〕、⑨)

すら見られるからである(ごのf、仏ごついては、阿部察隊

『行政の法システム(ドU [1992年J700 !'il')， r'を参

黙。)。

/よいわゆる

過にお?守る懸念からでみる。とごで Iff!n可法的規律j議

r 11位冴，γ7下判tヰi間主羽桁Ii係系 を [可{tγ学:契t軒約戸力)1段段関史晃期‘'J係 (とこ芸&梨える

Lは4μi地也におい

て .舟南般史tが的子内J解釈を行うよりも、「千存キ乍校ごf句との;教教予汗7科汗治;関
{係f系ととして、父1:上や/主fA寺:の基本的な九むのドで慣?司法

的に生徒ミ干の柿:不IJの保障範開・市11*')がiためられていく

ことが'防蝕なのであるとはられるJ(政 fイ安打法問i
!坂]JJ [1978 {f'.] :1 1 ()以)という丹え )jである。ごの考え

)jは学校の n治の時llHという }\1~(で入kいに魅 )J的である

が、f従ズ幻l耐白酎札iし、 f 
{のy乃)ニとがら、とりわけその人権のおJI裂を決定する主い

/:0)問題を生じる余地は丈ざい。 fnJ紋な
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